
様式C-19
科学研究費補助金研究成果報告書

平成２１年４月２０日現在

研究成果の概要：
本研究は，府県制の下で政府・内務省が主催した官選知事の全国会議である地方長官会議に

ついて，1890年から1947年の期間に開催された同会議を，一次史料（全国の国公立公文書館に
所蔵されている地方長官会議での配付文書と出席知事の持参文書）に基づいて，会議の内容と
性格，その段階的変化，天皇とくに昭和天皇のこの会議への関わりの諸点にわたって，体系的
・実証的に明らかにしたものである。

交付額
（金額単位：円）

直接経費 間接経費 合 計
2006年度 1,200,000 0 1,200,000
2007年度 700,000 210,000 910,000
2008年度 500,000 150,000 650,000

年度
年度

総 計 2,400,000 360,000 2,760,000

研究分野：人文学
科研費の分科・細目：史学・日本史
キーワード：地方長官会議，内務省，知事，町村長会議，政治史，史料論

研究種目：基盤研究（C）
研究期間：2006～2008
課題番号：１８５２０４９７
研究課題名（和文） １８９０～１９４７年の地方長官会議の政治史的研究
研究課題名（英文） Historical studies on the Conference of Prefectural Governors

from 1890 to 1947

研究代表者
竹永 三男（TAKENAGA MITSUO）
島根大学・法文学部・教授
研究者番号： ９０１４４６８３

１．研究開始当初の背景
政府・内務省が主催する官選知事の全国

会議である地方長官会議については，大霞
会編『内務省史』第３巻（1971年）が概説
的叙述を掲載している外は，長く専論がな
く，漸く1992年に本研究の研究代表者であ
る竹永が「地方長官会議に関する覚書 （宮」
川秀一編『日本史における国家と社会』思
文閣出版）を発表し，その個別分析が始ま
った。そして，本研究開始時点では，竹永
が研究代表者として科学研究費補助金・一

般研究(C)「地方長官会議に関する歴史的研
究－近代日本における中央・地方・地域」
を平成６年度に交付され，それ以後推進し
た個別研究（ 原敬と地方長官会議 『社会「 」
システム論集』No.1，1996年 「第二次大隈，
重信内閣期の地方長官会議小考 『部落問題」
研究』167，2004年 「地方長官会議と部落，
問題 『部落問題研究』172，2005年 「昭和」 ，
天皇と地方長官会議 『ヒストリア』第198」
号，2006年ほか）が，依然として専論とし
て挙げられるに止まっていた。



このような中で，竹永は，自身の個別研
究をもとに，地方長官会議関係の一次史料
（会議での配付文書と会議に出席した知事
の持参文書で，都道府県庁文書中に保存）
の全国的・網羅的調査に基づき，この会議
の体系的研究を行い，その歴史的分析を完
成させることを志し，本科学研究費の申請
を行った。

２．研究の目的
研究開始時の以上の研究状況に鑑み，本

， 。研究では 研究目的を次のように設定した
(1)地方長官会議関係一次史料の全国的網羅
的収集と検討

(2)地方長官会議に関するデーベースの作成
(3)天皇，とくに昭和天皇と地方長官会議に
関する政治史的研究

(4)地方長官会議議事の伝達と地方浸透機構
としての郡市長会議・町村長会議の研究

(5)地方長官会議の歴史的位置づけ及びヨー
ロッパの地方制度との比較研究

(6)地方長官会議の歴史的研究の総括

３．研究の方法
， ，上記の研究目的に基づいて 本研究では

次のような方法で研究を推進した。
(1)国立公文書館・国立国会図書館・全国の
都道府県立公文書館における地方長官会
議関係文書の調査と収集
地方長官会議研究の遅れ（前述のとお

り 『内務省史』の外は，地方長官会議の，
専論は竹永の数編の個別分析のみ）の原
因は，会議関係の一次史料（会議での配
付文書＝出席知事の持ち帰り文書，知事
持参文書）が，特定の史料保存利用機関
に集中して存在するということがなく，
そのため，その全容を把握し，これを収
集するためには，国立公文書館・国立国
会図書館に加えて，北海道から沖縄県に
至る全国の都道府県立公文書館を実地に
調査し，当該公文書館所蔵の都道府県庁
文書を調査して，その中にある地方長官
会議関係文書を確認し，これを写真撮影
によって収集することが唯一の方法であ
るという，史料収集上の困難による。こ
のことは，全国の公文書館所蔵文書の目
録が，ウェッブ上の横断検索によっては
なしえないという史料公開の現状によっ
ても増幅されている（現在，アジア歴史
資料センターの横断検索に参加している
のは，都道府県立公文書館の中では，岡
山県立記録資料館のみである 。）
そこで，本研究では，竹永の既往の調

査・収集（群馬県・新潟県・神奈川県な
ど比較的多数の地方長官会議関係文書を
保存している県については，調査・収集

済み）を前提として，北海道と宮城，秋
田，福島，埼玉，東京，長野，愛知，岐
阜，富山，福井，滋賀，兵庫，奈良，鳥
取，島根，岡山，山口，香川，徳島，愛
媛，佐賀，長崎，大分，宮崎，沖縄の各
都県について実地調査を行い（旅費を活
用 ，その中の地方長官会議関係文書を確）
認し，デジタルカメラ（今回の補助金で
） 。購入 による自分撮影によって収集した

以上のような地方長官会議関係文書 一（
） ，次史料 の全国的・網羅的調査と収集は

大霞会による『内務省史』編纂事業に際
しての史料調査や竹永による平成６年の
科研費研究を含めて，従来の研究ではな
されなかったものであり，本研究が初め
て行った研究方法である。

(2)地方長官会議関係文書の全国的遺存状況
の把握と整理
このようにして収集した地方長官会議

関係文書を，都道府県別・年次順に整理
し，一覧表を作成することで，地方長官
会議関係文書の全国的遺存状況を一望で
きるデータベースを作成した。
また，その作業の途中で，これを日本

アーカイブズ学会2008年度大会で報告し，
全国の文書館・資料保存利用機関関係者
の議論に供することで，史料論的検討の
必要とその実践例を提起した。即ち，地
方長官会議関係文書は，史料のライフサ
イクル論から見た場合 その発生時点 地， （

） ， ，方長官会議開催 では ①会議配布文書
②知事持参文書，③政府・内務省による
集約文書（①＋②及び政府・内務省内部
文書）の３種類から成るものである。従
って，同一の地方長官会議の文書が，仮
に政府・内務省側と都道府県側とに複数
遺存していた場合，そのいずれか一つで
会議の全体を理解できるか否かは，当該

。文書に就いてこれを検証する必要がある
そして，その検証は，地方長官会議関係
文書の全国的・網羅的調査を行う本研究
において初めてなし得ることである。
このように，地方長官会議関係文書の

全国的・網羅的調査・収集を基礎として
実施した，同文書の史料論的検討も，本

， 。研究が始めて課題として掲げ 遂行した
(3)地方長官会議と昭和天皇との関係の実証
的研究のための全国の地方新聞・全国紙
地方版の網羅的調査
明治天皇以来，天皇は，地方長官会議

に出席した知事に対し，様々な慰労の供
与を行うとともに，災害の被害と復興、
政治・経済・社会問題について下問を行
い，また，知事から地方事情の奏上を受
けた。その点については，従来，殆ど顧
みられることはなかったが（竹永は，先



に1981年発表の論文「日露戦後-両大戦間
期の地主―小作関係と農民運動 『日本史」
研究』223で，奈良県知事に対する昭和天
皇の下問に言及した ，日本新聞博物館。）
新聞ライブラリー所蔵の全国の地方新聞
所載の関係記事を検索し，その大要を明

（「 」確にしたこと 昭和天皇と地方長官会議
『ヒストリア』第198号，2006年ほか）を
発展させて，北海道立図書館から沖縄県
立図書館に至る全国の道府県立図書館を
実地に調査し，地方新聞及び全国紙地方
版に掲載された，1927年から1947年に至
る間の全ての地方長官会議報道記事を調
査し，昭和天皇拝謁後の知事談話を悉皆
検索することによって，下問と地方事情
奏上関係の記事を網羅的に収集した。
このような全国紙地方版と地方新聞に

報道された特定記事（ここでは地方長官
会議関係記事）の全国的・網羅的調査を
進めて確認できたことは，新聞史料の収
集・所蔵機関として知られた，国立国会
図書館，日本新聞博物館新聞ライブラリ
ー，東京大学明治新聞雑誌文庫などのど
の機関も 『東京朝日新聞 ・ 東京日日新， 』『
聞 ・ 大阪朝日新聞 ・ 大阪毎日新聞』』『 』『
という全国紙の各都道府県版（戦前期）
と全国各都道府県の地方新聞（戦前期）
を完備している所はないということであ
った。即ち，地方長官会議における昭和
天皇の役割を，昭和天皇の知事に対する
下問と知事の応答，知事の昭和天皇に対
する地方事情奏上に注目して，その具体
的内容を全国の地方新聞・全国紙地方版
の網羅的調査によって行うという本研究
の課題は，前述のとおり，北海道から沖
縄県に至る全国の都道府県立図書館の実
地調査（実際には，日本新聞博物館新聞
ライブラリーなどで所蔵していない地方
新聞の，当該府県での実地調査）によっ
て初めて可能になるものであり，これも
本研究の方法上の特色である。

(4)地方長官会議議事の伝達と地方浸透機構
としての郡市長会議・町村長会議の研究
北海道庁長官と全国各府県知事を東京

に招集して開催する地方長官会議では，
内閣総理大臣・内務大臣を始めとして各
省大臣から訓示演説が行われ，併せて，
指示・協議・諮問事項が提示される。こ
うして，政府・各省の方針（当面する政
策課題 が 国の総合出先機関の長 内） ，「 」（『
務省史 ）としての地方長官＝知事に伝え』
られるのである。そして，この政府・各
省の方針が全国の末端まで伝達され，徹
底されるためには，地方長官会議に出席
した知事が，これを管内の市長・郡長に
伝達・徹底し，郡長がさらに管内の町村

長に徹底することが必要である。この課
題を担ったのが，地方長官会議→郡市長
会議→町村長会議（郡制・郡役所廃止後
は地方長官会議→市町村長会議）という
会議系列である。
竹永は，本研究に先立って，論文「第

」二次大隈重信内閣期の地方長官会議小考
（ 部落問題研究』167，2004年）におい『
て，この地方長官会議→郡市長会議→町
村長会議のそれぞれの会議史料を奈良県
・新潟県・島根県に就いて行った史料調
査に基づいて検討し，政府・各省方針の
伝達経路・浸透システムを解明した。
本研究では，これを踏まえて，アジア

太平洋戦争末期に小磯国昭内閣が招集し
た1944年８月23日の地方長官会議を事例
として採り上げ，そこでの政府方針が，
どのように徹底されていったかを，全国
紙地方版・地方新聞の調査によって明ら
かにするという方法をとった。

(5)地方長官会議の歴史的位置づけ，地方長
官会議の段階的特質の究明と諸外国とく
にヨーロッパの地方制度との比較研究
以上のような基礎的な史料調査と収集

史料の分析に基づいて，本研究では，地
方長官会議の歴史的位置づけを明確にす
ることを研究目的として掲げたが，その
ために，まず，地方長官会議の内容・性
格が，時期ごとにどのように段階的に変
化していったかを検討した。
そして，さらに，地方長官会議のよう

な，官選の地方行政担当者（国家の地方
統治官僚）を毎年，一堂に会して会議を
開き，そこで政府方針を徹底するととも
に，地方事情を聴取するという会議の開
催によって，政府が地方行政を行うとい
う国家の地方統轄方式が，世界史的に見
てどのような特質をもつかを明らかにす
るため，ヨーロッパとりわけ中央集権的
な地方行政が行われ，近代日本がその出
発点で地方行政制度の範をとったフラン
ス及びその後の明治地方自治制度の範型
となったドイツとの比較を行うという方
法をとることをめざした。

(6)地方長官会議の歴史的研究の総括
本研究では，以上述べたように，①全

国的・網羅的な関係史料の調査・収集，
②収集史料の分析とその史料論的検討，
③天皇とくに昭和天皇と地方長官会議の
関係の政治史的究明，④地方長官会議議
事の伝達・浸透システムの究明，⑤地方
長官会議の特質の段階的変化とその比較
史的検討の諸課題を遂行することを通し
て，その成果をもとに，地方長官会議の
歴史的研究を総括することをめざした。



４．研究の成果
(1)全国の国公立文書館における地方長官会
議関係文書（一次史料）の所蔵状況とそ
の特徴の解明
本研究によって，国立公文書館，国立

国会図書館，全国の都道府県立公文書館
の所蔵文書中の地方長官会議関係文書を
網羅的に収集したことにより，地方長官
会議の歴史的研究を，一次史料に基づい
て進めることができるようになった。
そして，その収集史料の分析の結果，

府県制下（1890～1947年）の地方長官会
議関係文書の遺存状況について，次のよ

。うな特徴を明 らかにすることができた
①初期（1890年代）の文書が少ないこと。

，この時期の遺存文書で注目されるのは
富山県公文書館が初期議会期とそれ以

前の建議書綴を保存していること，東京
都公文書館が，1890～1891年の地方長官
会議の議事速記録を保存していることで
ある。とくに後者は，初期地方長官会議
の二重性（知事の自律的集会と内務省の
諮問会議）を文書形式の点からも示して
おり，貴重である。
②全体として，地方長官会議関係文書の
保存状況がよくなるのは，第１次西園
寺公望内閣（原敬内務大臣）下で開か
れた1906年の会議からであること。
その要因の確定のためには，当該県に

おける文書保存規程とそれに基づく保存
，の実際に照らして検討する必要があるが

いくつかの県で地方長官会議関係文書が
「永年保存文書」とされていることから
すれば，竹永が第１次西園寺公望内閣下
の地方長官会議に就いて明らかにしたよ
うに（ 原敬と地方長官会議 『社会シス「 」
テム論集』No.1，1996年 ，原敬内務大臣）
による地方長官会議改革の中で，各道府
県知事にこの会議の重要性が認識された
ことにもよると考えられる。近代行政文
書の史料論（史料遺存状況の検討）に，
政治史的見地が必要であることを示す事
例である。
③地方長官会議関係文書を比較的多く保
存している県があること。
宮崎県が1906～1947年の間に開かれた

73回の会議中，41回分を保存しているの
を筆頭に、群馬県、神奈川県、新潟県な
どでは，他の都道府県に比して多くの地
方長官会議関係文書を保存している。
なお，その一方で，地方長官会議関係

文書を全くあるいは殆ど保存していない
。府県も少なくないことも明らかになった

④会議主宰者である内務省が本来作成・
保管しているべき各回の会議の一件記
録が見られないこと。

地方長官会議の開催ごとに，主宰者で
ある内務省が，当該会議の一件記録を編
綴して保管していたことは，行政体の会
議の一般事例からしても，敗戦後の６回
の地方長官会議関係記録が，総理府移管
文書として国立公文書館に所蔵されてい
ることからしても明らかである。
しかし，敗戦前の時期については，こ

の一件記録は，今回の調査によっても確
認できなかった。旧内務省文書の史料伝
来論としても，究明すべき課題である。

(2)所蔵機関の異なる同一の地方長官会議関
係文書の異同の解明
上記の検討によって，さらに，同一の

会期の地方長官会議の文書であっても，
その所蔵機関が異なれば，内容にも異同
があることが明らかになった。
即ち，例を，1946年10月開催の吉田茂

内閣下の地方長官会議にとると，この会
議の文書は，内閣・内務省編綴文書が国

（ ， ），立公文書館に 以下 国立公文書館史料
岡山県知事の持ち帰り文書が岡山県立記
録資料館に（以下，岡山史料 ，宮崎県知）
事の持ち帰り文書が宮崎県文書センター
に（以下，宮崎史料 ，それぞれ保存され）
ている。これらそれぞれの編綴文書を整
理照合した結果，収載文書の最も多いも
のは当然のことながら国立公文書館史料
であるが，同史料に編綴されていない文

，書が岡山史料のみに編綴されていること
同じ会議に出席した知事の持ち帰り文書
である岡山史料と宮崎史料でも，その編
綴文書に異同があることなど，三者の内
容には少なからぬ異同があることが明ら
かになった（この中，国立公文書館史料
と岡山史料の比較検討については，発表
論文リスト中の(2)参照 。）
その理由は，岡山史料，宮崎史料につ

いては，知事持ち帰り文書の利活用の仕
方に規定された文書の再編綴によるもの
と考えられるが，本来，内閣・内務省編
綴文書（国立公文書館史料）にも収載さ
れているべき文書（具体的には，昭和天
皇による地方長官に対する茶菓接待の場
での座席配置図など）が収載されていな
い理由は，現在のところ不明である。

(3)地方長官会議と昭和天皇との関係の実証
的究明
この課題については，昭和天皇の社会

運動・政治問題に対する強い関心を，出
席知事に対する賜謁の際の下問の分析に
よって明らかにし 「天皇の官僚」として，
の知事の陶冶に果たした地方長官会議の
政治的役割を本研究開始と前後して発表
した２編の論文で解明していたが（ 昭和「
天皇と地方長官会議 『ヒストリア』第」



198号，2006年 「地方長官会議における，
昭和天皇の『下問』と知事の『地方事情
奏上 『社会文化論集 （島根大学法文学』 』
部 ，第２号，2005年 ，本研究による地） ）
方新聞・全国紙地方版の悉皆調査によっ
て，その内容はさらに豊富な事例で裏付
けられた。この研究は 「天皇制の政治史，
として興味深い研究領域が開かれようと
している」と評価されている（ 2006年の「
歴史学界―回顧と展望― 『史学雑誌』第」
116編第５号，2007年 。）

(4)地方長官会議議事の伝達と地方浸透機構
としての郡市長会議・町村長会議の研究
この課題についても，その基本点を前

掲「第二次大隈重信内閣期の地方長官会
議小考」で明らかにして 「政府方針の地，
方への伝達の経路と地方長官会議に連な
る会議系列の特徴を論じ」て大正前期の
政治史の議論を進めたものと評価されて
いたが（ 2004年の歴史学界―回顧と展望「
」『 』 ， ），― 史学雑誌 第114編第５号 2005年
本研究では，小磯国昭内閣下の1944年８
月23日に開催され，昭和天皇が知事を叱
咤する異例の「御言葉」を発表した地方
長官会議の内容の全国市町村への伝達状
況を，地方新聞・全国紙地方版の関係記
事の網羅的調査によって追究した結果，
敗戦必至という厳しい戦局の中で，地方
長官会議における天皇の「御言葉」が，
各府県庁の庁内会議，府県ごとの市町村
長会議などを通して伝達・具体化される
ことにより，根こそぎ動員に大きな役割
を果たしていることが明らかになった。

(5)地方長官会議の諸段階及びヨーロッパの
地方制度との比較研究
本研究に至る竹永の諸研究によって，

1890年から1947年に至る府県制下の地方
長官会議は，次のような段階的変化を辿
ることが明らかになった。
①初期議会期
知事たちの自律的相談会と政府・内務

省の知事への諮問会議という二重の性格
をもつ段階
②日清戦後
会議内容が定式化する段階

③日露戦後の桂園時代期
、原敬内務大臣による会議改革によって

内閣総理大臣・内務省と政府各省による
訓示・指示＝上意下達と、知事による下
情上通の双方向的な統括システムを体現
するものとして確立する段階
④戦時体制下、とくに東条英機内閣期
内閣直属の指示会議的性格をもつに至

る段階
⑥敗戦後
内閣による指示会議としての性格を継

承しつつ、敗戦・占領という未曾有の危
機状態の中で、地方統治の第一線の統括
責任者である知事達が、内閣各国務大臣
に対して具体的で切実な要望・批判を直
接提示する場となった段階
また，ヨーロッパとの比較という点で

は，官選の知事（政府の地方統治を推進
する国家の地方官僚）の全国会議を毎年
１回またはそれ以上招集し，政府方針を
伝達・徹底するという地方長官会議に類
似する会議体は，現在までの所，諸外国
では研究成果として確認できていない。
これが日本独自の国家による地方統轄シ
ステムか否か，世界史的に類例を見出せ
て比較検討することが可能かについて，
今後さらに検討を進めたい。

(6)地方長官会議の歴史的研究の総括
以上の研究成果をもとに，現在，既発

表論文の補訂を行うとともに，①地方官
会議から地方長官会議に至る会議の内容
・性格の変化の分析（1880年代後半から1
890年代前半・初期議会期の地方長官会議
の分析 ，②事務官・政務官論，政党政治）
・総選挙対策・知事公選論に視点を据え
た知事論の検討，③敗戦前後の地方行政
協議会・地方総監会議と地方長官会議と
の関連内容の分析の新稿を加えて 『地方，
長官会議の歴史的研究（仮題 』と題する）
単著の準備を進めている。
科学研究費補助金の交付を受けて推進

した本研究によって，従来，研究推進の
壁となっていた史料上の隘路を打開し，
府県制下の地方長官会議の変遷の全過程
を基本的に明らかにしえた。そして，そ
れにより，地方長官会議の歴史的研究を
総括することができるようになった。
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